
令和６年度交通遺児入学祝金の贈呈案内 

公益社団法人北海道交通遺児の会 

１ 趣旨 

  この入学祝金は、北海道内の小学校、中学校及び高等学校に入学する交通遺児並びに道内の高等学校を

卒業して、大学等に入学する交通遺児を支援するために贈呈するものです。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

２ 贈呈の対象者 

  次のいずれにも該当する方とします。 

（１）日本国籍を有し、かつ北海道内の小学校、中学校及び高等学校に入学する方並びに道内の高等 

学校を卒業して、大学等に入学する方 

    【注】「小学校及び中学校」には、特別支援学校の小学部及び中学部並びに中等教育学校の前期課程を

含みます。 

     「高等学校」には、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校及び専修学

校（高等課程）を含みます。 

「大学等」とは、大学、短期大学、専修学校（専門課程）をいいます。 

 （２）保護者が北海道内に居住している方 

 

３ 贈呈額 

  小学校、中学校、高等学校の入学は、それぞれ２万円。 

  大学等の入学は１０万円。 

 

４ 申請に必要な書類 

（１）入学祝金申請書 

（２） 在学を証明する書類 

（ア） 小・中学校の入学については不要 

（イ） 高等学校・大学等の入学については、在学証明又は写真付き学生証の写し（奨学金を併せて申請

する方は、省略できます。） 

【注】これまで当会で高等学校の奨学金、入学祝金または修学旅行支援金を受給していない場 

合は、道内の高等学校を卒業したことを証明する書類（写し）を添付してください。 

（３）事故証明（写し）（提出が困難な場合は、その理由書及び交通事故を証明できるもの） 

※当会にすでに提出済みの場合には省略できます。 

（４） 重度後遺障害の保護者の子の場合 

（ア）自賠責保険認定書類の写し 

  粉失された場合は、損害保険会社に再発行の手続きをしてください。 

（イ） 自賠責保険認定書類が発行されていない場合は、当会にご連絡ください。その場合、認定書 

類が発行されていない理由や、重度後遺障害を証明できる書類についてお尋ねします。（後日提 

出いただきます。） 

※当会にすでに提出済みの場合には省略できます。         （裏面につづく） 

 

「交通遺児」とは、次に該当する方です。 

（１）交通事故により、保護者を失った子 

（２）交通事故により、重度後遺障害となった保護者が就労できない家庭にある子 

（注）重度後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令（昭和３０年政令第２８６号）別表第１または

別表第２（第１級から第３級に限る。）に該当する場合（当該重度後遺障害と同程度と認められる後遺

障害を含む。）です。（別記のとおり）  

  ただし、交通遺児の保護者の婚姻（内縁関係にある場合も含む。）により、または交通遺児の養子縁

組により、両親がおられる場合は該当しません。 

 



６ 提出期限 

  令和６年５月１５日（水） 

 

７ 提出先 

  〒０６０－００５１ 

  札幌市中央区南１条東１丁目 大通バスセンタービル１号館６階 

  公益社団法人北海道交通遺児の会 担当／髙橋    TEL ０１１－２３２－８６８８ 

 

８ 贈呈時期 

  ６月下旬頃を予定しています。 

同時期に他の支援金を受領する場合の口座は、できるだけ１つにするようご協力ください。 

 

９ その他 

  案内、申請書は当会ホームページ https://ｈ-koutuuijinokai.or.jpからも取得できます。 

 

 

別 記 

自動車損害賠償保障法施行令（関係分抜粋 平成２３.５.２改正） 

【別表第１】 

等 級 介  護  を  要  す  る  後  遺  障  害 

第１級 
１ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 

２ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 

第２級 
１ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 

２ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 

【別表第２】 

等 級 後     遺     障     害 

第１級 

１ 両眼が失明したもの 

２ 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 

３ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 

４ 両上肢の用を全廃したもの 

５ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 

６ 両下肢の用を全廃したもの 

第２級 

１ 一眼が失明し、他眼の視力が０．０２以下になったもの 

２ 両眼の視力が０．０２以下になったもの 

３ 両上肢を手関節以上で失ったもの 

４ 両下肢を足関節以上で失ったもの 

第３級 

１ 一眼が失明し、他眼の視力が０．０６以下になったもの 

２ 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 

３ 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 

４ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 

５ 両手の手指の全部を失ったもの 

 


